
 

【別紙１】 

仕 様 書 

 

１ 業務名称 鬼北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定業務 

 

２ 業務の目的 

  本業務は、本町の自然的社会的条件等の地域的特性を踏まえながら温室効果ガス排出

量の要因分析、及び将来推計、削減目標に向けた各種取組の検討、各種協議会の運営を含

む鬼北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定することを目的とする。 

 

３ 履行期間 契約締結の日から令和 6 年１月 15 日まで 

 

４ 業務の内容 

（１）基礎調査資料の作成 

脱炭素に関わる国・県の動向を整理したうえで、基礎情報として鬼北町の概況を整理

するとともに、現在の温室効果ガス排出量の推計や再生可能エネルギーの導入状況及

びポテンシャルについて調査を行う。なお、想定する作業項目は下記のとおりであるが、

具体的な内容は担当職員と協議をしながら進めること。 

  ア 地球温暖化問題の概要等の整理 

  イ 鬼北町の地域特性等の整理 

  ウ 温室効果ガス排出量の調査・分析 

  エ 再生可能エネルギーの現況推計及びポテンシャル調査 

(２) 温室効果ガス排出量の将来推計及び削減方針・目標の検討 

鬼北町における将来（2030 年・2040 年・2050 年）の温室効果ガス排出量を推計す

るとともに、温室効果ガス排出量の削減方針、目標の設定を行う。 

  ア 温室効果ガス排出量の将来推計 

  イ 温室効果ガス排出量の削減方針・目標の設定 

(３) 地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオの検討 

温室効果ガスの将来推計の結果を踏まえ、2050 年ゼロ・カーボンに向けた将来ビジ

ョンを作成するとともに、目標達成に向けた脱炭素シナリオについて検討を行う。 

なお、将来ビジョンについては、町民が魅力的な脱炭素ライフスタイルの将来像をイ

メージすることのできるよう配慮すること。 

(４) 再エネ導入目標及び温室効果ガス排出量削減目標の作成 

中間目標（2030 年）、長期目標（2050 年）における再エネ種別毎の導入目標及び温

室効果ガス削減目標値を作成する。 

なお、目標設定については、国や県の目標等を念頭に置きつつ、本町の地域特性、今



 

後の人口推移や産業活動等の動向などを踏まえて設定する。 

(５) 重点施策の検討 

目標を達成するために必要な施策や重点施策について検討・整理を行う。 

(６) 実施体制・進捗管理手法の検討 

検討した施策などを実行するための役割分担や体制、計画の進捗を管理するための

指標等について検討する。 

(７) 区域施策編(案)の作成 

これまでの調査結果及び検討内容を踏まえ、鬼北町地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の本編及び概要版を素案としてとりまとめる。 

(８) パブリックコメントの支援 

広く一般から意見を募るパブリックコメントの実施について支援を行う。 

(９) 推進協議会の資料作成・運営 

推進協議会(2 回開催予定)の資料作成、運営の補助を行う。 

(10) 打合せ 

業務実施にあたり、業務着手時、中間１回、成果品納品時に協議を行う。 

 

５ 業務実施に当たっての留意点 

（１）受託者は、調査業務の管理監督及び鬼北町との連絡、調整を行う管理責任者を置くと

ともに、当該業務に関し十分な知識・経験を有する者をもって適切に業務を行うこと。 

（２）本業務は、本仕様書のほか、次に掲げるマニュアル等に基づき実施すること。なお、

マニュアルに示された内容と異なる独自の手法を用いる場合には、その合理性につい

ての根拠を示すこと。 

  ①地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編、地域脱炭素促進

事業編、策定手法編）（令和４年３月環境省策定） 

②地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編、算定手法編）（令

和４年３月環境省策定） 

（３）受託者が調査業務のために作成した各種資料等の著作権、版権は、鬼北町に引き渡し

た時点で、鬼北町に帰属するものとする。 

また、他の個人・団体等の著作に係る文献や資料等を引用する場合は、受託者におい

て著作権者の了解等を得た上で、引用した文献等の名称を明記すること。 

（４）調査業務完了後、受託者の責めに帰すべき事由による成果品の不良箇所等が発見され

た場合は速やかに訂正等の措置を行うものとし、これに要した費用は、すべて受託者の

負担とする。 

（５）調査業務に関する詳細については、受託者決定後、鬼北町と受託者との間で締結する

委託契約書において定めるものとする。 

 



 

６ 成果品の納入 

受託者は委託期間終了までに、次の成果品を鬼北町役場環境保全課に納入するものと

する。 

・業務報告書      印刷物（Ａ４版）２部 

  ・業務報告書（概要版） 印刷物（Ａ４版）２部 

  ・上記報告書及び同概要版に係る電子媒体（PDF 及び Word 形式）一式 


